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○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）

（
入
国
審
査
官
の
審
査
）

第
七
条

入
国
審
査
官
は
、
前
条
第
二
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
が
次
の
各
号
（
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再

入
国
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
難
民
旅
行
証
明
書
を
所
持
し
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
及
び
第
四
号
）
に
掲
げ
る
上
陸
の
た
め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

申
請
に
係
る
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
活
動
が
虚
偽
の
も
の
で
な
く
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
（
二
の
表
の
高
度
専

門
職
の
項
の
下
欄
第
二
号
及
び
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
を
除
き
、
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
つ
い
て
は

、
法
務
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
告
示
を
も
つ
て
定
め
る
活
動
に
限
る
。
）
又
は
別
表
第
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
分
若
し
く
は
地
位
（
永
住

者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
を
除
き
、
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
に
つ
い
て
は
法
務
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
告
示
を
も
つ
て

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
と
し
て
の
活
動
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
別
表
第
一
の
二
の
表
及
び
四
の
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
我
が
国
の
産
業
及
び
国
民
生
活
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
法
務
省
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

３

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
の
法
務
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
す
る
も
の
と

す
る
。

４

（
略
）
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（
在
留
資
格
認
定
証
明
書
）

第
七
条
の
二

法
務
大
臣
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
（
本
邦
に
お
い
て
別
表
第
一
の

三
の
表
の
短
期
滞
在
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

外
国
人
が
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
十
六
、
第
十
九
条
の
十
七
、
第
二
十
条
の
二
、

第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
四
条
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
、
第
六
十
一
条
の
二
の
八
関
係
）

一

（
略
）

二
及
び
三
（
略
）

四在

留

資

格

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動

留

学

本
邦
の
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の

高
等
部
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
、
小
学
校
若
し
く

は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関

に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
活
動

（
略
）

（
略
）

五

（
略
）
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○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者

（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）
が
本
邦
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
活
動
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

活

動

基

準

（
略
）

（
略
）

法
別
表
第
一
の
四
の
表
の

一

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

留
学
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

イ

申
請
人
が
本
邦
の
大
学
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
、
外
国
に
お

る
活
動

い
て
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
本
邦
の
大
学
に
入
学
す
る
た
め
の
教
育
を
行

う
機
関
又
は
高
等
専
門
学
校
に
入
学
し
て
教
育
を
受
け
る
こ
と
（
専
ら
夜
間
通
学
し
て
又
は
通
信

に
よ
り
教
育
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ

申
請
人
が
本
邦
の
大
学
に
入
学
し
て
、
当
該
大
学
の
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
大
学
院
の
研

究
科
（
当
該
大
学
が
当
該
研
究
科
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
外
国
人
の
出
席
状
況
及
び
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
の
遵
守
状
況
を
十
分
に
管
理
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に

お
い
て
専
ら
夜
間
通
学
し
て
教
育
を
受
け
る
こ
と
。

ハ

申
請
人
が
本
邦
の
高
等
学
校
（
定
時
制
を
除
き
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
、
小
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学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
又
は
各

種
学
校
若
し
く
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
入
学
し
て
教
育
を
受
け

る
こ
と
（
専
ら
夜
間
通
学
し
て
又
は
通
信
に
よ
り
教
育
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二

申
請
人
が
そ
の
本
邦
に
在
留
す
る
期
間
中
の
生
活
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
十
分
な
資
産
、
奨

学
金
そ
の
他
の
手
段
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
申
請
人
以
外
の
者
が
申
請
人
の
生
活
費
用
を
支
弁

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

申
請
人
が
専
ら
聴
講
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
研
究
生
又
は
聴
講
生
と
し
て
教
育
を
受
け
る
場
合
は

、
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
当
該
教
育
を
受
け
る
教
育
機
関
が
行
う
入
学
選
考
に
基
づ
い
て
入

学
の
許
可
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
教
育
機
関
に
お
い
て
一
週
間
に
つ
き
十
時
間
以
上
聴
講
を
す
る
こ

と
。

四

申
請
人
が
高
等
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
年
齢
が
二
十
歳
以
下
で
あ
り

、
か
つ
、
教
育
機
関
に
お
い
て
一
年
以
上
の
日
本
語
の
教
育
又
は
日
本
語
に
よ
る
教
育
を
受
け
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
我
が
国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学

法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
の
策
定
し
た
学
生
交
換
計
画
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
国
際
交
流
計
画
に
基
づ
き
生
徒
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
の
二

申
請
人
が
中
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
又
は
小
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学

校
の
小
学
部
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
我
が
国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人

、
学
校
法
人
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
の
策
定
し
た
学
生
交
換
計
画
そ
の
他
こ
れ
に
準
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ず
る
国
際
交
流
計
画
に
基
づ
き
生
徒
又
は
児
童
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

イ

申
請
人
が
中
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
年
齢
が
十
七
歳
以
下
で
あ
る

こ
と
。

ロ

申
請
人
が
小
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
年
齢
が
十
四
歳
以
下
で
あ
る

こ
と
。

ハ

本
邦
に
お
い
て
申
請
人
を
監
護
す
る
者
が
い
る
こ
と
。

ニ

申
請
人
が
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
育
機
関
に
外
国
人
生
徒
又
は
児
童
の
生
活
の
指
導
を
担

当
す
る
常
勤
の
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

常
駐
の
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
寄
宿
舎
そ
の
他
の
申
請
人
が
日
常
生
活
を
支
障
な
く
営
む
こ
と

が
で
き
る
宿
泊
施
設
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

申
請
人
が
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
専
ら
日
本
語
の

教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し

、
申
請
人
が
外
国
か
ら
相
当
数
の
外
国
人
を
入
学
さ
せ
て
初
等
教
育
又
は
中
等
教
育
を
外
国
語
に
よ

り
施
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
教
育
機
関
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
活
動
に
従
事
す
る
場

合
は
、
イ
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

イ

申
請
人
が
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
を
行
う
教
育
機
関
（
以
下
「
日
本
語
教
育
機
関
」
と

い
う
。
）
で
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
に
お
い
て
六
か
月
以
上
の
日
本
語
の
教
育

を
受
け
た
者
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
に
足
り
る
日
本
語
能
力

を
試
験
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
者
又
は
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
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）
に
お
い
て
一
年
以
上
の
教
育
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

申
請
人
が
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
育
機
関
に
外
国
人
学
生
の
生
活
の
指
導
を
担
当
す
る
常

勤
の
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

六

申
請
人
が
専
修
学
校
、
各
種
学
校
又
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
各
種
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関

に
お
い
て
専
ら
日
本
語
の
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
教
育
機
関
が
法
務
大
臣
が
文
部

科
学
大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
日
本
語
教
育
機
関
で
あ
る
こ
と
。

七

申
請
人
が
外
国
に
お
い
て
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
本
邦
の
大
学
に
入
学
す

る
た
め
の
教
育
を
行
う
機
関
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
機
関
が
法
務
大
臣

が
文
部
科
学
大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

申
請
人
が
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
各
種
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
い
て
教
育
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
（
専
ら
日
本
語
の
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
教
育
機
関
が

法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）


	/
	○　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）（抄）
	○　出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法務省令第十六号）（抄）

